
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視野中の関心のある物体の境界の所在を自動的に突き止める方法であって、
　物体を含む視野の電子画像を形成する段階を有し、電子画像は、複数の画素で形成され
、
　物体のエッジセグメントを表す画素の群を識別する段階を有し、
　パッチを 画素 群の周りに形成する段階を有し、各パッ
チは、これが画素群のうちの一つを完全に含むよう寸法決めされると共に位置決めされ、
　互いに対する所定の近接閾値を満足させるパッチのうちの任意の２つを互いにマージし
て２つのマージしたパッチを完全に含むよう寸法決めされると共に位置決めされたマージ
済みパッチを形成するパッチマージプロセスを実施する段階を有し、

ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　マージ済みパッチのうちの一つの中に含まれたエッジセグメントを全て、物体の境界を
表すものとして相互に関連付ける段階を更に有することを特徴とする請求項１記載の方法
。
【請求項３】
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物体のエッジセグメントを表す の

マージプロセスは、
一方のパッチと他方パッチが所定の近接閾値を満足させるパッチ同士をマージさせ、さら
に、前記マージ済みパッチと所定の近接閾値を満足するマージ済みパッチ又はパッチをさ
らにマージさせ、最終的にマージ済みパッチの周囲に所定の近接閾値を満足するパッチ又
はマージ済みパッチが存在しないようになるまで続行する



　所定の近接閾値は、互いにオーバーラップしたパッチ及びマージ済みパッチのうちの任
意のものにより共有される所定数の画素であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　所定の近接閾値は、パッチ及マージ済みパッチのうちの任意のもの相互間の所定の距離
であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　所定の距離は、パッチ及びマージ済みパッチの境界から測定されていることを特徴とす
る請求項４記載の方法。
【請求項６】
　所定の距離は、パッチ及びマージ済みパッチの中央部分から測定されていることを特徴
とする請求項４記載の方法。
【請求項７】
　所定の近接閾値は、パッチ及びマージ済みパッチの寸法及び離隔距離から計算されるこ
とを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　パッチの形成段階は、画素群のうちの１つを依然として完全に含む状態でパッチの各々
をできる限り小さく寸法決めする段階を更に含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項９】
　パッチをできる限り小さく寸法決めした後、パッチの形成段階は、パッチの壁部分を所
定距離パッチの中心から遠ざけることによりパッチの各々を拡張させる段階を更に含むこ
とを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　パッチの各々の形状は、矩形であることを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　物体のエッジセグメントを表す画素の群の識別段階は、
　視野の背景レベル画像を形成する段階を含み、背景レベル画像は、各々が位置に関して
画素のうちの１つに相当し、各々が画素値を備えた複数の背景レベル画素で構成され、
　物体画素として、対応関係にある背景レベル画素の画素値から少なくとも所定の量だけ
変化する画素値を備えた画素の各々を分類する段階を含み、
　物体画素のうちのどれが物体のエッジに相当するかを識別する段階を含むことを特徴と
する請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　視野の背景レベル画像の形成段階は、
　関心のある物体を含まない視野のＮ個の背景電子画像を形成する段階を更に含み、背景
電子画像の各々は、各々の位置が背景レベル画像のうちの１つに対応し、各々が画素値を
備えた複数の背景画素で形成され、Ｎは、正の整数であり、
　１つの背景レベル画素に対応した背景画素についての画素値のメジアンを計算すること
により背景レベル画素をそれぞれ１つずつ発生させる段階を更に含むことを特徴とする請
求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　視野のＮ個の背景電子画像を形成する段階は、透明な流体を視野中へ流す段階を含むこ
とを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　視野の背景レベル画素を形成する段階は、背景レベル画素の発生前にＮ個の背景電子画
像の各々について背景画素値の平均値を標準化する段階を更に含むことを特徴とする請求
項１２記載の方法。
【請求項１５】
　背景画素値の平均値を標準化する段階は、
　Ｎ個の背景電子画像のそれぞれ１つずつについてのヒストグラムを作成する段階を更に
含み、ヒストグラムの各々は、Ｎ個の背景電子画像の１つについての背景画素値の平均値
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に対応したピーク値を有し、
　所定の平均画素値を選択する段階を更に含み、
　Ｎ個の背景電子画像についての背景画素値を調整してそのヒストグラムが全て、全体と
して所定の平均画素値に等しいピーク値を有するようにする段階を更に含むことを特徴と
する請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　所定の平均画素値は、調整された背景画素値がその最大画素値を超えないように選択さ
れることを特徴とする請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　物体画素として分類する段階は、物体を含む視野の電子画像の２値画像を作成する段階
を更に含み、２値画像は、各々が位置に関して画素の各々のそれぞれに対応した複数の２
値画素で構成され、２値画素の各々は、対応の画素が少なくとも所定量だけ対応の背景レ
ベル画素の画素値から変化すると第１の値に割り当てられ、対応の画素値が少なくとも所
定の量だけ対応の背景レベル画素の画素値から変化しない場合、第２の値に割り当てられ
ることを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１８】
　物体画素のうちどれが物体のエッジに対応するかを識別する段階は、
　第１の値が割り当てられた２値画素のうちで、元々全て第１の値が割り当てられた２値
画素の他のものによって囲まれた任意の２値画素を第２の値に割り当て直す段階を含むこ
とを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　画素は各々、値を備え、物体を含む視野の電子画像を形成する段階は、
　物体を含む電子画像に関するヒストグラムを作成する段階を更に含み、ヒストグラムは
、画素値の平均値に対応したピーク値を有し、
　所定の平均画素値を選択する段階を更に含み、
　画素値を調整してヒストグラムが全体として所定の平均画素値に等しいピーク値を有す
るようにする段階を更に含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　視野内の関心のある物体の境界の所在を自動的に突き止める装置であって、物体を含む
視野の電子画像を形成する画像化システムを有し、電子画像は、複数の画素で形成され、
前記装置は、少なくとも１つのプロセッサを有し、該プロセッサは、
　物体のエッジセグメントを表す画素の群を識別し、
　パッチを 画素 群の周りに形成し、各パッチは、これが
画素群のうちの一つを完全に含むよう寸法決めされると共に位置決めされ、
　互いに対する所定の近接閾値を満足させるパッチのうちの任意の２つを互いにマージし
て２つのマージしたパッチを完全に含むよう寸法決めされると共に位置決めされたマージ
済みパッチを形成するパッチマージプロセスを実施し、

ことを特徴とする装置。
【請求項２１】
　少なくとも１つのプロセッサは、マージ済みパッチのうちの１つの中に含まれたエッジ
セグメントを全て物体の境界を表すものとして関連付けることを特徴とする請求項２０記
載の装置。
【請求項２２】
　所定の近接閾値は、互いにオーバーラップしたパッチ及びマージ済みパッチのうちの任
意のものにより共有される所定数の画素であることを特徴とする請求項２０記載の装置。
【請求項２３】
　所定の近接閾値は、パッチ及マージ済みパッチのうちの任意のもの相互間の所定の距離
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物体のエッジセグメントを表す の

マージプロセスは、一方のパッチ
と他方パッチが所定の近接閾値を満足させるパッチ同士をマージさせ、さらに、前記マー
ジ済みパッチと所定の近接閾値を満足するマージ済みパッチ又はパッチをさらにマージさ
せ、最終的にマージ済みパッチの周囲に所定の近接閾値を満足するパッチ又はマージ済み
パッチが存在しないようになるまで続行する



であることを特徴とする請求項２０記載の装置。
【請求項２４】
　所定の距離は、パッチ及びマージ済みパッチの境界から測定されていることを特徴とす
る請求項２３記載の装置。
【請求項２５】
　所定の距離は、パッチ及びマージ済みパッチの中央部分から測定されていることを特徴
とする請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　所定の近接閾値は、パッチ及びマージ済みパッチの寸法及び離隔距離から計算されるこ
とを特徴とする請求項２０記載の装置。
【請求項２７】
　パッチの形成段階は、画素群のうちの１つを依然として完全に含む状態でパッチの各々
をできる限り小さく寸法決めする段階を更に含むことを特徴とする請求項２０記載の装置
。
【請求項２８】
　パッチをできる限り小さく寸法決めした後、少なくとも１つのプロセッサにより実施さ
れるパッチの形成段階は、パッチの壁部分を所定距離パッチの中心から遠ざけることによ
りパッチの各々を拡張させる段階を更に含むことを特徴とする請求項２７記載の装置。
【請求項２９】
　パッチの各々の形状は、矩形であることを特徴とする請求項２８記載の装置。
【請求項３０】
　物体のエッジセグメントを表す画素の群は、少なくとも１つのプロセッサにより識別さ
れ、少なくとも１つのプロセッサは、
　視野の背景レベル画像を形成し、背景レベル画像は、各々が位置に関して画素のうちの
１つに相当し、各々が画素値を備えた複数の背景レベル画素で構成され、
　物体画素として、対応関係にある背景レベル画素の画素値から少なくとも所定の量だけ
変化する画素値を備えた画素の各々を分類し、
　物体画素のうちのどれが物体のエッジに相当するかを識別することを特徴とする請求項
２０記載の装置。
【請求項３１】
　前記システムは、
　関心のある物体を含まない視野のＮ個の背景電子画像を形成し、背景電子画像の各々は
、各々の位置が背景レベル画像のうちの１つに対応し、各々が画素値を備えた複数の背景
画素で形成され、Ｎは、正の整数であり、
　１つの背景レベル画素に対応した背景画素についての画素値のメジアンを計算すること
により背景レベル画素をそれぞれ１つずつ発生させることにより、
　視野の背景レベル画像を形成することを特徴とする請求項３０記載の装置。
【請求項３２】
　前記システムは、透明な流体を視野中へ流して視野のＮ個の背景電子画像を形成するこ
とを特徴とする請求項３１記載の装置。
【請求項３３】
　少なくとも１つのプロセッサは、
　背景レベル画素の発生前にＮ個の背景電子画像の各々について背景画素値の平均値を標
準化することにより、
　視野の背景レベル画素を形成することを特徴とする請求項３１記載の装置。
【請求項３４】
　少なくとも１つのプロセッサは、
　Ｎ個の背景電子画像のそれぞれ１つずつについてのヒストグラムを作成し、ヒストグラ
ムの各々は、Ｎ個の背景電子画像の１つについての背景画素値の平均値に対応したピーク
値を有し、

10

20

30

40

50

(4) JP 4038210 B2 2008.1.23



　所定の平均画素値を選択し、
　Ｎ個の背景電子画像についての背景画素値を調整してそのヒストグラムが全て、全体と
して所定の平均画素値に等しいピーク値を有するようにすることにより、
　背景画素値の平均値を標準化することを特徴とする請求項３３記載の装置。
【請求項３５】
　少なくとも１つのプロセッサは、調整された背景画素値がその最大画素値を超えないよ
うに所定の平均画素値を選択することを特徴とする請求項３４記載の装置。
【請求項３６】
　少なくとも１つのプロセッサは、
　物体を含む視野の電子画像の２値画像を作成し、２値画像は、各々が位置に関して画素
の各々のそれぞれに対応した複数の２値画素で構成され、２値画素の各々は、対応の画素
が少なくとも所定量だけ対応の背景レベル画素の画素値から変化すると第１の値に割り当
てられ、対応の画素値が少なくとも所定の量だけ対応の背景レベル画素の画素値から変化
しない場合、第２の値に割り当てられるようにすることにより、
　物体画素として分類することを特徴とする請求項３０記載の装置。
【請求項３７】
　少なくとも１つのプロセッサは、
　第１の値が割り当てられた２値画素のうちで、元々全て第１の値が割り当てられた２値
画素の他のものによって囲まれた任意の２値画素を第２の値に割り当て直すことにより、
　物体画素のうちどれが物体のエッジに対応するかを識別することを特徴とする請求項３
６記載の装置。
【請求項３８】
　画素は各々、値を備え、少なくとも１つのプロセッサは、更に、
　物体を含む電子画像に関するヒストグラムを作成し、ヒストグラムは、画素値の平均値
に対応したピーク値を有し、
　所定の平均画素値を選択し、
　画素値を調整してヒストグラムが全体として所定の平均画素値に等しいピーク値を有す
るようにすることにより、
　物体を含む視野の電子画像を形成することを特徴とする請求項２０記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００２年１１月１８日に出願された米国仮特許出願第６０／４２７，４６６
号の権益主張出願である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　発明の分野
　本発明は、希釈流体サンプル中の粒子を分析する方法及びシステムに関し、特に、視野
中の物体の境界の所在を自動的に突き止める方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　　　　　　　　　　　　　　　　発明の背景
　希釈流体サンプル中の粒子を分析する方法及びシステムは、米国特許第４，３３８，０
２４号明細書及び第４，３９３，４６６号明細書に開示されているように周知である。既
存の流動顕微鏡型粒子分析器が、粒子を背景とのこれらの明るさの違いに基づいて検出す
る画像収集装置及びソフトウェアを用いている。米国特許第４，５３８，２９９号明細書
及び第５，６２５，７０９号明細書は、かかる分析器の例を記載している。残念なことに
、現在用いられているシステム及び方法は、低コントラスト粒子を効率的に検出すること
ができない場合が多く、しかも、同一物体の互いに異なる部分を異なる物体として識別す
る場合が多く、その結果、分類及び報告された要素の量が不正確になる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
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【０００３】
　　　　　　　　　　　　　　　　　発明の概要
　本発明は、粒子画像を正確に識別し、各々が単一の粒子の画像を含む画像セグメントを
生じさせる方法である。
　本発明は、視野中の関心のある物体の境界の所在を自動的に突き止める方法であって、
物体を含む視野の電子画像を形成する段階を有し、電子画像は、複数の画素で形成され、
物体のエッジセグメントを表す画素の群を識別する段階を有し、パッチを画素群の周りに
形成する段階を有し、各パッチは、これが画素群のうちの一つを完全に含むよう寸法決め
されると共に位置決めされ、互いに対する所定の近接閾値を満足させるパッチのうちの任
意の２つを互いにマージして２つのマージしたパッチを完全に含むよう寸法決めされると
共に位置決めされたマージ済みパッチを形成するパッチマージプロセスを実施する段階を
有する方法である。マージプロセスは、所定の近接閾値を満足させるパッチ及びマージ済
みパッチが存在しないようになるまで所定の近接閾値を満足させるパッチ及びマージ済み
パッチの任意のものについて続行する。
【０００４】
　本発明は又、視野内の関心のある物体の境界の所在を自動的に突き止める装置であって
、物体を含む視野の電子画像を形成する画像化システムを有し、電子画像は、複数の画素
で形成され、前記装置は、少なくとも１つのプロセッサを有する装置である。少なくとも
１つのプロセッサは、物体のエッジセグメントを表す画素の群を識別し、パッチを画素群
の周りに形成し、各パッチは、これが画素群のうちの一つを完全に含むよう寸法決めされ
ると共に位置決めされ、互いに対する所定の近接閾値を満足させるパッチのうちの任意の
２つを互いにマージして２つのマージしたパッチを完全に含むよう寸法決めされると共に
位置決めされたマージ済みパッチを形成するパッチマージプロセスを実施する。マージプ
ロセスは、所定の近接閾値を満足させるパッチ及びマージ済みパッチが存在しないように
なるまで所定の近接閾値を満足させるパッチ及びマージ済みパッチの任意のものについて
続行する。
【０００５】
　本発明の他の目的及び特徴は、明細書、特許請求の範囲及び添付の図面を参照すると明
らかになろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　　　　　　　　　　　　　好ましい実施形態の詳細な説明
　本発明の方法は、低コントラスト粒子検出と物体部分の組み合わせを可能にするよう粒
子の検出性を高める。この方法は、５つの基本的段階を有し、図１に概略的に示すように
画像化システム２及びプロセッサ４を有する従来型粒子分析器を用いてこの方法を実施す
ることができる。
【０００７】
　
　画像化システム２は、関心のある粒子を含むサンプルの視野の画像を作成するために用
いられる。画像化システム２は好ましくは、米国特許第４，３３８，０２４号明細書、第
４、３９３，４６６号明細書、第４，５３８，２９９号明細書及び第４，６１２，６１４
号明細書に記載されているような周知の流動顕微鏡であり、これら米国特許明細書の記載
内容全体をここに参照により引用する。かかるシステムは、図１に示すように、フローセ
ル１０、顕微鏡１２及びカメラ１４を有している。関心のある流体を含む試料流体をフロ
ーセル１０の検査領域に通し、それにより粒子の画像が流動顕微鏡１２を介して見えるよ
うにする。カメラ１４（これは好ましくはＣＣＤカメラである）は、粒子がフローセル１
０を通って流れているときに顕微鏡１２を介して粒子の連続した視野の画像を捕捉し、こ
れら画像をディジタル粒子画像に変換する。カメラ１４によって撮られたディジタル粒子
画像の各々は、数千の、それどころか数百万の個々の画素から成る。光源１６（例えば、
ストローブ）が好ましくは、フローセル１０の検査領域を（正面照明及び背面照明により
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）照明するために用いられる。注目されるべきこととして、本発明は非流動性試料流体（
例えば検査スライダ上に置かれた試料流体）を分析する画像化システムにも適用できる。
【０００８】
　プロセッサ４は、以下に説明するようにディジタル粒子画像を処理できるどのマイクロ
プロセッサ及び（又は）コンピュータシステム、或いは複数のマイクロプロセッサ及び（
又は）コンピュータシステムであってもよい。かかるプロセッサの例としては、データプ
ロセッサ、ＤＰＳ（ディジタル信号プロセッサ）、マイクロコントローラ及びコンピュー
タシステム用プロセッサ（これは各々、ＣＩＳＣ及び（又は）ＲＩＳＣ型のものあるのが
よい）が挙げられるが、これらには限定されない。
【０００９】
　
　図２に示すように本発明の粒子検出法には５つの基本的段階があり、これらは、１）背
景レベルの設定、２）２値画像の作成、３）粒子エッジの検出、４）パッチの形成、及び
５）パッチのマージングである。
【００１０】
　　　　　　　　　　　　　　
　図３は、背景レベルを設定する４つの段階を示している。このプロセスは、各画素の位
置についてのメジアン（中央値）背景レベルを作成するだけでなく画像ごとの背景照明の
変動（例えば、システムの結果としての精度に悪影響を及ぼす場合のあるストローブ１６
とは異なる強度）を補償するような仕方でかかる作成を行なう。
【００１１】
　第１に（段階１－１では）、透明の流体をフローセル１０中に送り（又は検査スライダ
上に配置し）、ここで透明な流体のＮ個の画像をカメラ１４により撮り、ディジタル化し
てＮ個のディジタル化された背景画像を作成する。非限定的な例として、Ｎは、３に等し
いのがよい。第２に（段階１－２では）、Ｎ個の画像の各々についてディジタル背景画像
の画素値のヒストグラムを作成し、ここで、各ヒストグラムのピーク値は、その画像につ
いての平均画素値に一致する。第３に（段階１－３では）、所定の「標準化」画素値を選
択し、その画素値を各画像の全ての画素値に加算し又はこれらから減算することにより各
画像をその画素値に標準化してＮ個の画像の全てが所定の標準化画素値のところにヒスト
グラムのピークを有するようにする。例えば、所定の標準化画素値が２１５であり、Ｎ個
の画像のうちの１つが２１０のところにヒストグラムピークを有する場合、その画像の全
ての画素を５の値だけ増加させる。Ｎ個の画像のうち別の１つが１９０のところにヒスト
グラムピークを有する場合、その画像の全ての画素値を２５だけ増加させる。かくして、
全てのＮ個の画像を、画像ごとの背景照明の変動を補償する単一の画素値に標準化する。
第４に（段階１－４では）、ディジタル画像の各画素位置について、メジアン画素値をＮ
個の画像の全ての画素値（標準化段階１－３により修正された）から求め、ここでメジア
ン背景レベル画像を画素の位置を基準として画素位置上に作成する。かくして、メジアン
背景レベル画像の各画素値は、標準化されたＮ個の画像の全てからのその画素位置につい
ての修正されたメジアン値を表し、ここでＮは、１を含む画像の任意の数であってよい。
【００１２】
　好ましくは、所定の標準化画素値は、画素飽和を生じさせることなくできるだけ高く選
択される。かくして、画素値が０～２５５の範囲にわたる場合のあるシステムでは、所定
の標準化画素値は、背景画像の画素値のどれもが２５５に達することがないように選択さ
れる。
【００１３】
　背景照明（例えば、フラッシュごとの）変動を補償することによりシステムは、以下に
詳細に説明するように背景画素と粒子エッジを正確に反映する画素を識別するための低い
閾値で動作することができる。注目されるべきこととして、画像ごとの背景照明変動が最
小であるシステムに関し、段階１－２及び１－３の照明に関する補償を省くことができ、
それにより、たとえＮが１に等しくても、メジアン背景レベル画像を段階１－１で得られ
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たＮ個の画像の測定画素値から直接段階１－４で計算する（その標準化を行なわないで）
。Ｎが１に等しい場合、メジアン画素値は、測定画素値である。
【００１４】
　　　　　　　　　　　　　　　
　図４は、２値画像を作成する段階を示している。第１に（段階２－１）、関心のある粒
子を含む試料流体をフローセル中に送り（又は、検査スライダ上に配置し）、ここで試料
流体（及びその中の粒子）の画像をカメラ１４で撮り、これらをディジタル化してディジ
タル試料画像を形成する。必ずしも必要ではないが、好ましくは、上述の照明補償（段階
１－１及び１－３）を試料画像の各々について実施する（試料画像ごとの照明の差を補償
するため）。具体的には、画素値のヒストグラムを試料画像の各々について作り、ここで
、各ヒストグラムのピーク値は、その試料画像に関する平均画素値に一致する（段階２－
２）。所定の標準化画素値を選択し（好ましくは、画素の飽和を回避しながら可能な限り
最も高い値を用いて）、その画素値を各画像の全ての画素値に加算し又はこれらから減算
することにより各画像をその画素値に標準化してＮ個の画像の全てが所定の標準化画素値
のところにヒストグラムのピークを有するようにする（段階２－３）。好ましくは、試料
画像に関する所定の標準化画素値は、背景画像を標準化するために用いられた画素値と同
一である。最後に、２値画像を画素別に各試料画像について作成し（段階２－４）、それ
によりメジアン背景レベル画像値と試料画像値の差が所定の閾値Ｘを超える画素だけを強
調する。
【００１５】
　図５は、２値画像の一例を示しており、対応の試料画像画素値とメジアン背景レベル画
像画素値の差が閾値Ｘを超えている場合、２値画像画素には第１の値（例えば、「１」）
が割り当てられ、残りの２値画像画素には第２の画素値（例えば、「０」）が割り当てら
れる。注目されるべきこととして、背面照明された試料画像に関し、背景に対応した画素
は、粒子の部分に対応した画素よりも明るい（強度が高い）。
【００１６】
　所定の閾値Ｘは、低コントラスト粒子の画像についてシステムの感度を最大にするため
に多過ぎるノイズを生じさせないでできるだけ小さく選択される。閾値を高過ぎるレベル
に設定する場合、システムは、実際に粒子の部分部分に相当する幾つかの画素を背景の一
部として誤って識別することになる。閾値を低過ぎるレベルに設定すると、システムは、
実際に背景の部分部分に相当する幾つかの画素を粒子の一部として誤って識別することに
なる。最善の結果を得るためには、理想的な閾値Ｘは、各システムについて実験的に決定
されるべきである。
【００１７】
　　　　　　　　　　　　　　　
　試料画像の各々に関し、段階３で作成された対応の２値画像を用いて試料画像中の種々
の粒子のエッジを突き止める。画像化システムにおける粒子エッジ検出は周知であり、か
かる検出には、試料画像中の粒子のエッジに対応した試料画像の画素を識別するプロセス
が含まれる。例えば、粒子エッジに対応した画素を、一方の側に画像の背景に対応した隣
接の画素を有すると共に他方の側に粒子内部に対応した隣接の画素を有するものとして識
別する場合が多い。典型的なエッジ検出法は、１以上のエッジ画素を識別することによっ
て始まり、次いで、既にそのようにして識別された画素に隣接したかかる数よりも多くの
エッジ画素があるかどうかについてサーチする。例示の粒子エッジ追跡法は、米国特許第
５，６２６，７０９号明細書及び第４，５３８，２９９号明細書に開示されており、これ
ら米国特許明細書の記載内容をここに参照により引用する。エッジ画素をいったん識別す
ると、かかるエッジ画素を画像の残部（これは、画像の背景及び粒子内部に相当している
）から識別する。例えば、図６に示すように、図２の２値画像をエッジ検出法により処理
してエッジ画素として識別された画素が「１」として割り当てられたままの状態にするの
がよく、残りの画素には全て、「０」が割り当てられる。その結果、複数の画素が粒子エ
ッジ又はエッジセグメントを定める（エッジセグメントは、粒子エッジの少なくとも一部
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を連続的に定める一群のエッジ画素によって形成される）。
【００１８】
　　　　　　　　　　　　　　　
　各試料画像の場合、矩形のパッチを検出された各粒子エッジ又はエッジセグメントの周
りに作成し、この場合、各パッチは、検出された粒子エッジ又はエッジセグメントの全体
を依然として含んだ状態でできる限り小さく寸法決めされる。図６の２値画像についての
矩形パッチの単純な例示の作成法が、図７に示されており、この場合、一粒子についての
４つの別々のエッジセグメントの結果、４つの矩形パッチ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４）が
得られる。
【００１９】
　任意的に行なわれる段階として、各パッチの壁の各々を同一の所定量だけパッチ中心か
ら拡大して遠ざけることにより各パッチを拡大させることができる。例えば、パッチサイ
ズが１０×２０画素であり、所定量が５画素である場合、各パッチの壁を５画素だけ戻し
、後に２０×３０のパッチサイズが残るようにする。最も正確な粒子識別結果を生じさせ
る最適の所定拡大量は、システムの設計に応じて様々であり、実験により決定できる。実
用化された粒子分析器では、１０×２０のパッチサイズを３４×４４のパッチサイズに拡
大するよう最適な所定拡大量を試行錯誤により１２画素（画像全体中の全部で約１４０万
画素のうちから）であるよう決定した。パッチは好ましくは、第５であって最後の段階に
進む前に拡大される。
【００２０】
　　　　　　　　　　　　　　
　最終段階は、互いにオーバーラップしているパッチを連続的にマージして同一粒子に属
するパッチ（及びその中のエッジセグメント）を識別することである。マージプロセスは
、段階４から得られ（場合によっては、拡大され）画素の所定の数Ｙよりも多い数を共有
することにより互いにオーバーラップしているパッチのうちのどれかを互いにマージする
ことにより開始する。かくして、その基準を満たす２つのパッチの場合、これら２つのパ
ッチを単一のパッチにマージし、この場合、単一パッチは、互いにオーバーラップしたパ
ッチの両方に完全に含むのがよい最も小さな矩形を表す。このマージングプロセスは、段
階４からの元々のパッチ、現段階のマージ済みパッチ及び（又は）これら２つの任意の組
み合わせを用いて続行し、遂には、上述の基準を用いてはそれ以上マージできるパッチが
ないようになる。
【００２１】
　図８Ａ～図８Ｃは、図７からのパッチのマージングの単純化された例を示している。図
７では、パッチのうちの２つ（Ｐ１，Ｐ２）が、（共通の２つの画素を有することにより
）互いにオーバーラップしている。画素の所定数Ｙが２を超えないと仮定すると、パッチ
Ｐ１，Ｐ２を図８Ａに示すように互いにマージして単一のマージ済みパッチＰ５にする。
今や、パッチＰ５は、パッチＰ３とオーバーラップしており、図８Ｂは、結果的にマージ
済みパッチＰ６が得られるようにするパッチＰ５，Ｐ３のマージの仕方を示している。こ
の特定の例では、マージングはそれ以上起こらない。というのは、パッチＰ６は、パッチ
Ｐ４とオーバーラップしていないからである。図５Ｂは、任意のパッチ拡大段階を利用す
べき理由についての良好な例を示している。というのは、これにより、同一粒子からの他
のパッチに隣接しているがこれとは別のパッチが最終マージ済みパッチに含まれるように
なるからである。パッチマージプロセス前又はその間にちょうど単一の画素のパッチ拡大
を行なった場合、同一粒子の４つの互いに別個の粒子エッジセグメントを表す元のパッチ
のうちの４つ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４）は全て、図８Ｃに示すように最終マージ済みパ
ッチＰ７に正しく含まれている。
【００２２】
　パッチのマージングがいったん完了すると、最終パッチのうちの１つの中に見られるエ
ッジセグメントを単一の粒子に関連付け（その単一粒子の境界を表すものとして）、その
最終パッチの外部に見られるエッジセグメントを非粒子又は隣接しているが別個の粒子の
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一部として関連付ける。この時点で、１つの最終パッチ内のエッジセグメント相互間の隙
間を埋めると、単一で且つ連続した粒子エッジを形成することができる。
【００２３】
　２つのパッチをマージするのに必要な画素の所定数Ｙの最適値は、システムによって様
々であり、実験により決定できる。実用化された粒子分析器では、５０画素（画像全体の
全部で１４０万画素のうちから）が、オーバーラップ状態にあるパッチのマージングをト
リガする共有画素の最適所定数Ｙであることが判明した。パッチマージプロセスをいった
ん完了すると、残りの各パッチは、単一粒子の画像を含んで余りある。
【００２４】
　互いに別々であって既知のパッチの各粒子を互いに隔離することにより、システムは、
同一粒子の互いに異なる部分を互いに異なる粒子として識別するのを高信頼度で回避する
ことができ、それにより、一粒子のエッジ部分を別の粒子のエッジ部分に橋渡しする恐れ
無く、各パッチ内で粒子エッジ中の隙間を埋めることができる。
【００２５】
　パッチの互いにオーバーラップした境界に関し上述すると共に図示しているパッチマー
ジングを説明する。しかしながら、パッチマージングは、パッチの近接性を測定する任意
のやり方で実施でき、パッチは、もしこれらが特定の近接性閾値に適合していればマージ
される。図示すると共に上述したように互いに別々の粒子エッジセグメントを含むパッチ
境界のオーバーラップにより近接性を簡単に測定できる。しかしながら、加うるに、近接
性の他の測定法、例えばパッチ境界部分相互間の１又は複数の測定距離（例えば、互いに
最も近くに位置するパッチ境界部分相互間の距離、最も遠くに位置するパッチ境界部分相
互間の距離等）又はパッチサイズと離隔距離の両方に基づく重力のような引力判定基準（
例えば、パッチの全体サイズ及びパッチ中心間距離を考慮する基準、これは、質量と重力
の分析に類似している）を用いてもよく、この場合、「大きな」粒子は、互いにマージす
るが、ほぼ同じ離隔距離でも大きな粒子と小さな粒子はマージしない場合がある。かくし
て、近接性閾値は、２つの互いにオーバーラップしたパッチにより共有される画素の特定
の数であり又は２つの粒子の境界セグメント相互間の距離であり、或いは、パッチのサイ
ズをパッチ境界又はパッチ中心間距離で割った値である場合がある。
【００２６】
　本発明は、上述すると共に図示した実施形態には限定されず、特許請求の範囲に記載さ
れた本発明の範囲に属するどの変形例及び全ての変形例を含むものであることは理解され
るべきである。例えば、特許請求の範囲の記載及び明細書の記載から明らかなように、図
示すると共に特許請求の範囲に記載した順序そのままで全ての方法段階を実施する必要は
なく、別個独立のパッチの粒子の適当な隔離を可能にするような順序で実施できる。さら
に、パッチの形状は、必ずしも矩形である必要はなく、これらのマージング挙動を最適化
するよう形状及び向きが様々であってよい。全ての物体が本来的に凸状であると仮定する
と、或る形状、例えば矩形は、隣り合うパッチを積極的に「捕捉」するが、他の形状、例
えば円形及び楕円形は、隣り合う物体の捕捉を最小限にする。加うるに、本システムは好
ましくは、マージ済みパッチ内に含まれるエッジセグメントを全て物体の境界を表すもの
として関連付けるが、必ずしもそうである必要はない。これとは異なり、結果的にマージ
済みパッチ内に含まれるエッジセグメントを分析のためにユーザに単に提供してもよく、
或いは、他の分析目的でシステムによって用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の方法を実施する粒子分析器の略図である。
【図２】本発明の方法段階を示すフローチャートである。
【図３】背景レベルを設定する方法段階を示すフローチャートである。
【図４】２値画像を作成する方法段階を示すフローチャートである。
【図５】図４の方法段階から得られた例示の２値画像についての画素値アレイの一例を示
す図である。
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【図６】エッジ検出後における図５の画素値アレイの一例を示す図である。
【図７】パッチの形成後における図６の画素値アレイの一例を示す図である。
【図８Ａ】単一粒子の周りのパッチのマージング法を示す図７の画素値アレイの一例を示
す図である。
【図８Ｂ】単一粒子の周りのパッチのマージング法を示す図７の画素値アレイの一例を示
す図である。
【図８Ｃ】単一粒子の周りのパッチのマージング法を示す図７の画素値アレイの一例を示
す図である。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ Ａ 】

【 図 ８ Ｂ 】

【 図 ８ Ｃ 】
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